
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 退 職 手 当 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

（自己都合退職等の場合の退職手当の基本額） （自己都合退職等の場合の退職手当の基本額）

第３条 次条又は第５条の規定に該当する場合を除 第３条 （同 左）

くほか、退職し又は解雇された者に対する退職手

当の基本額は、退職又は解雇の日におけるその者

の俸給月額（以下「退職日俸給月額」という。）

に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当

該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とす

る。

(1) １年以上１０年以下の期間については、１年
につき１００分の１００

(2) １１年以上１５年以下の期間については、１
年につき１００分の１１０

(3) １６年以上２０年以下の期間については、１
年につき１００分の１６０

(4) ２１年以上２５年以下の期間については、１
年につき１００分の２００

(5) ２６年以上３０年以下の期間については、１
年につき１００分の１６０

(6) ３１年以上の期間については、１年につき１
００分の１２０

２ 前項に規定する者のうち、傷病又は死亡によら ２ 前項に規定する者のうち、傷病又は死亡によら

ず、その者の都合により退職した者（就業規則第 ず、かつ、国立大学法人京都大学教職員早期退職

４８条第５号の規定により懲戒解雇された者を含 規程（平成２２年達示第２３号。以下「早期退職

む。）に対する退職手当の基本額は、その者が次 規程」という。）第５条第１項に規定する認定を

の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定 受けないで、その者の都合により退職した者（就

にかかわらず、同項の規定により計算した額に当 業規則第４８条第５号の規定により懲戒解雇され

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 た者を含む。以下「自己都合等退職者」という。）

に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者

が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の

規定にかかわらず、同項の規定により計算した額

に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間 １年以上１０年以下の者 １００ (1) 勤続期間 １年以上１０年以下の者 １００

分の６０ 分の６０

(2) 勤続期間 １１年以上１５年以下の者 １０ (2) 勤続期間 １１年以上１５年以下の者 １０

０分の８０ ０分の８０

(3) 勤続期間 １６年以上１９年以下の者 １０ (3) 勤続期間 １６年以上１９年以下の者 １０

０分の９０ ０分の９０



改 正 前 改 正 後

（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場 （１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場

合の退職手当の基本額） 合の退職手当の基本額）

第４条 １１年以上２５年未満の期間勤続し、就業 第４条 １１年以上２５年未満の期間勤続した者で

規則第２２条第１項の規定により定年退職し、勧 あって、次に掲げるものに対する退職手当の基本

奨により退職し、又は任期満了により退職した者 額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区

（第８条の３第１項の規定に該当するもの（役員 分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の

等から引き続き教職員となった場合を除く。）を 合計額とする。

除く。次項及び次条において同じ。）に対する退 (1) 就業規則第２２条第１項の規定により定年退
職手当の基本額は退職日俸給月額に、その者の勤 職し、又は任期満了により退職した者（第８条

続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる の３第１項の規定に該当するもの（役員等から

割合を乗じて得た額の合計額とする。 引き続き教職員となった場合を除く。）を除く。次

(1) １年以上１０年以下の期間については、１年 項及び次条において同じ。）

につき１００分の１２５ (2) 早期退職規程第５条第１項に規定する認定（同
(2) １１年以上１５年以下の期間については、１ 規程第１条第１号に係るものに限る。）を受け

年につき１００分の１３７．５ て同規程に基づき退職した者

(3) １６年以上２４年以下の期間については、１
年につき１００分の２００

２ 前項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤 ２ （同 左）

続した者で、通勤（労働者災害補償保険法（昭和

２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通

勤をいう。以下同じ。）による傷病により退職し、死

亡（業務上の死亡を除く。）により退職し、又は

定年に達した日以後その者の非違によることなく

退職した者（前項の規定に該当する者を除く。）に

対する退職手当の基本額について準用する。

３ 第１項に規定する勤続期間の区分及び当該区分

に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) １年以上１０年以下の期間については、１年
につき１００分の１２５

(2) １１年以上１５年以下の期間については、１
年につき１００分の１３７．５

(3) １６年以上２４年以下の期間については、１
年につき１００分の２００

（組織再編による退職等の場合の退職手当の基本 （２５年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手

額） 当の基本額）

第５条 就業規則第２４条第１項第６号の規定によ 第５条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退

り解雇された者、業務上の傷病若しくは死亡によ 職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに

り退職し、２５年以上勤続し就業規則第２２条第 当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額と

１項の規定により定年退職し、勧奨により退職し、 する。

又は任期満了により退職した者に対する退職手当

の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期

間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合

を乗じて得た額の合計額とする。



改 正 前 改 正 後

(1) １年以上１０年以下の期間については、１年 (1) ２５年以上勤続し就業規則第２２条第１項の
につき１００分の１５０ 規定により定年退職し、又は任期満了により退

(2) １１年以上２５年以下の期間については、１ 職した者

年につき１００分の１６５ (2) 就業規則第２４条第１項第６号の規定により
(3) ２６年以上３４年以下の期間については、１ 解雇された者

年につき１００分の１８０ (3) 早期退職規程第５条第１項に規定する認定（同
(4) ３５年以上の期間については、１年につき１ 規程第１条第２号に係るものに限る。）を受け

００分の１０５ て同規程に基づき退職した者

(4) 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者
(5) ２５年以上勤続し、早期退職規程第５条第１
項に規定する認定（同規程第１条第１号に係る

ものに限る。）を受けて同規程に基づき退職し

た者

２ 前項の規定は、２５年以上勤続した者で、通勤 ２ （同 左）

による傷病により退職し、死亡により退職し、又

は定年に達した日以後その者の非違によることな

く退職した者（前項の規定に該当する者を除く。）に

対する退職手当の基本額について準用する。

３ 第１項に規定する勤続期間の区分及び当該区分

に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) １年以上１０年以下の期間については、１年
につき１００分の１５０

(2) １１年以上２５年以下の期間については、１
年につき１００分の１６５

(3) ２６年以上３４年以下の期間については、１
年につき１００分の１８０

(4) ３５年以上の期間については、１年につき１
００分の１０５

（俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額 （俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額

が減額されたことがある場合の退職手当の基本 が減額されたことがある場合の退職手当の基本

額に係る特例） 額に係る特例）

第５条の２ （略） 第５条の２ （同 左）

（勧奨退職者に対する退職手当の基本額に係る特 （定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に

例） 係る特例）

第６条 第５条第１項に規定する者のうち、定年に 第６条 第４条第１項第２号及び第５条第１項（就

達する日の６月前までに退職した者であって、そ 業規則第２２条第１項の規定により定年退職した

の勤続期間が２５年以上であり、かつ、その者に 場合を除く。）に規定する者のうち、定年に達す

係る定年から１０年を減じた年齢以上である者 る日の６月前までに退職した者であって、その勤

（第８条の２又は第８条の３の規定に該当するも 続期間が２０年以上であり、かつ、その者に係る

のを除く。）に対する同項及び前条第１項の規定 定年から１５年を減じた年齢以上である者（第８

の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中 条の２又は第８条の３の規定に該当するものを除

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄 く。）に対する第４条第１項、第５条第１項及び

に掲げる字句に読み替えるものとする。 前条第１項の規定の適用については、次の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。



改 正 前 改 正 後

読み替える規 読み替えられ 読み替える字句 読み替える規 読み替えられ 読み替える字句

定 る字句 定 る字句

第５条第１項 退職日俸給月 退職日俸給月額及び 第４条第１項 退職日俸給月 退職日俸給月額及び

額 退職日俸給月額に退 及び第５条第 額 退職日俸給月額に退

職の日において定め １項 職の日において定め

られているその者に られているその者に

係る定年と退職の日 係る定年と退職の日

におけるその者の年 におけるその者の年

齢との差に相当する 齢との差に相当する

年数１年につき１０ 年数１年につき１０

０分の２（退職日俸 ０分の３（退職日俸

給月額が国立大学法 給月額が国立大学法

人京都大学教職員給 人京都大学教職員給

与規程（平成１６年 与規程（平成１６年

達示第８０号。以下 達示第８０号。以下

「教職員給与規程」 「教職員給与規程」

という。）の指定職 という。）の指定職

俸給表４号俸の額以 俸給表４号俸の額以

上である教職員は１ 上である教職員は１

００分の１）を乗じ ００分の１並びに指

て得た額の合計額 定職俸給表１号俸の

額以上４号俸の額未

満である教職員及び

指定職俸給表以外の

俸給表適用者で退職

の日において定めら

れているその者に係

る定年と退職の日に

おけるその者の年齢

との差に相当する年

数が１年である教職

員は１００分の２）

を乗じて得た額の合

計額

第５条の２第 及び特定減額 並びに特定減額前俸 第５条の２第 及び特定減額 並びに特定減額前俸

１項第１号 前俸給月額 給月額及び特定減額 １項第１号 前俸給月額 給月額及び特定減額

前俸給月額に退職の 前俸給月額に退職の

日において定められ 日において定められ

ているその者に係る ているその者に係る

定年と退職の日にお 定年と退職の日にお

けるその者の年齢と けるその者の年齢と

の差に相当する年数 の差に相当する年数

１年につき１００分 １年につき１００分

の２（特定減額前俸 の３（特定減額前俸

給月額が教職員給与 給月額が教職員給与

規程の指定職俸給表 規程の指定職俸給表

４号俸の額以上であ ４号俸の額以上であ

る場合には、１００ る教職員は１００分



改 正 前 改 正 後

分の１）を乗じて得 の１並びに特定減額

た額の合計額 前俸給月額が指定職

俸給表１号俸の額以

上４号俸の額未満で

ある教職員及び特定

減額前俸給月額が指

定職俸給表以外の俸

給表適用者で退職の

日において定められ

ているその者に係る

定年と退職の日にお

けるその者の年齢と

の差に相当する年数

が１年である教職員

は１００分の２）を

乗じて得た額の合計

額

第５条の２第 退職日俸給月 退職日俸給月額及び 第５条の２第 退職日俸給月 退職日俸給月額及び

１項第２号 額に、 退職日俸給月額に退 １項第２号 額に、 退職日俸給月額に退

職の日において定め 職の日において定め

られているその者に られているその者に

係る定年と退職の日 係る定年と退職の日

におけるその者の年 におけるその者の年

齢との差に相当する 齢との差に相当する

年数１年につき１０ 年数１年につき１０

０分の２（特定減額 ０分の３（特定減額

前俸給月額が教職員 前俸給月額が教職員

給与規程の指定職俸 給与規程の指定職俸

給表４号俸の額以上 給表４号俸の額以上

である場合には、１ である教職員は１０

００分の１）を乗じ ０分の１並びに特定

て得た額の合計額に、 減額前俸給月額が指

定職俸給表１号俸の

額以上４号俸の額未

満である教職員及び

特定減額前俸給月額

が指定職俸給表以外

の俸給表適用者で退

職の日において定め

られているその者に

係る定年と退職の日

におけるその者の年

齢との差に相当する

年数が１年である教

職員は１００分の

２）を乗じて得た額

の合計額に、

（略） （同 左）



改 正 前 改 正 後

（退職手当の基本額の最高限度額） （退職手当の基本額の最高限度額）

第７条 第３条から第５条までの規定により計算し 第７条 第３条から第５条までの規定により計算し

た退職手当の基本額が、退職日俸給月額に４９． た退職手当の基本額が、退職日俸給月額に４９．

５９（平成２５年１月１日から同年９月３０日ま ５９（平成２５年１０月１日から平成２６年６月

での間においては５５．８６、同年１０月１日か ３０日までの間においては５２．４４とする。次

ら平成２６年６月３０日までの間においては５２． 条において同じ。）を乗じて得た額を超えるとき

４４とする。次条において同じ。）を乗じて得た額 は、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た

を超えるときは、これらの規定にかかわらず、そ 額をその者の退職手当の基本額とする。

の乗じて得た額をその者の退職手当の基本 額と

する。

第７条の２ 第５条の２第１項の規定により計算し 第７条の２

た退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第２

号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める

額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当

該各号に定める額をその者の退職手当の基本額と

する。

(1) ４９．５９以上 特定減額前俸給月額に４９．

５９を乗じて得た額
（同 左）

(2) ４９．５９未満 特定減額前俸給月額に第５

条の２第１項第２号イに掲げる割合を乗じて得

た額及び退職日俸給月額に４９．５９から当該

割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第７条の３ 第６条に規定する者に対する前２条の 第７条の３

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規 読み替えられ 読み替える字句 読み替える規 読み替えられ 読み替える字句

定 る字句 定 る字句

第７条 第３条から第 前条の規定により読 第７条 （同 左）

５条まで み替えて適用する第

５条

退職日俸給月 退職日俸給月額及び 退職日俸給月 退職日俸給月額及び

額 退職日俸給月額に退 額 退職日俸給月額に退

職の日において定め 職の日において定め

られているその者に られているその者に

係る定年と退職の日 係る定年と退職の日

におけるその者の年 におけるその者の年

齢との差に相当する 齢との差に相当する

年数１年につき退職 年数１年につき退職

日俸給月額に１００ 日俸給月額に１００

分の２（退職日俸給 分の３（退職日俸給

月額が教職員給与規 月額が教職員給与規

程の指定職俸給表４ 程の指定職俸給表４

号俸の額以上である 号俸の額以上である

場合には、１００分 教職員は１００分の

の１）を乗じて得た １並びに指定職俸給

額の合計額 表１号俸の額以上４



改 正 前 改 正 後

号俸の額未満である

教職員及び指定職俸

給表以外の俸給表適

用者で退職の日にお

いて定められている

その者に係る定年と

退職の日におけるそ

の者の年齢との差に

相当する年数が１年

である教職員は１０

０分の２）を乗じて

得た額の合計額

これらの 前条の規定により読 （同 左）

み替えて適用する第

５条の

第７条の２ （略） 第７条の２ （同 左）

第７条の２第 特定減額前俸 特定減額前俸給月額 第７条の２第 特定減額前俸 特定減額前俸給月額

１号 給月額 及び特定減額前俸給 １号 給月額 及び特定減額前俸給

月額に退職の日にお 月額に退職の日にお

いて定められている いて定められている

その者に係る定年と その者に係る定年と

退職の日におけるそ 退職の日におけるそ

の者の年齢との差に の者の年齢との差に

相当する年数１年に 相当する年数１年に

つき退職日俸給月額 つき退職日俸給月額

に１００分の２（特 に１００分の３（特

定減額前俸給月額が 定減額前俸給月額が

教職員給与規程の指 教職員給与規程の指

定職俸給表４号俸の 定職俸給表４号俸の

額以上である場合に 額以上である教職員

は、１００分の１） は１００分の１並び

を乗じて得た額の合 に特定減額前俸給月

計額 額が指定職俸給表１

号俸の額以上４号俸

の額未満である教職

員及び特定減額前俸

給月額が指定職俸給

表以外の俸給表適用

者で退職の日におい



改 正 前 改 正 後

て定められているそ

の者に係る定年と退

職の日におけるその

者の年齢との差に相

当する年数が１年で

ある教職員は１００

分の２）を乗じて得

た額の合計額

第７条の２第 特定減額前俸 特定減額前俸給月額 第７条の２第 特定減額前俸 特定減額前俸給月額

２号 給月額 及び特定減額前俸給 ２号 給月額 及び特定減額前俸給

月額に退職の日にお 月額に退職の日にお

いて定められている いて定められている

その者に係る定年と その者に係る定年と

退職の日におけるそ 退職の日におけるそ

の者の年齢との差に の者の年齢との差に

相当する年数１年に 相当する年数１年に

つき退職日俸給月額 つき退職日俸給月額

に１００分の２（特 に１００分の３（特

定減額前俸給月額が 定減額前俸給月額が

教職員給与規程の指 教職員給与規程の指

定職俸給表４号俸の 定職俸給表４号俸の

額以上である場合に 額以上である教職員

は、１００分の１） は１００分の１並び

を乗じて得た額の合 に特定減額前俸給月

計額 額が指定職俸給表１

号俸の額以上４号俸

の額未満である教職

員及び特定減額前俸

給月額が指定職俸給

表以外の俸給表適用

者で退職の日におい

て定められているそ

の者に係る定年と退

職の日におけるその

者の年齢との差に相

当する年数が１年で

ある教職員は１００

分の２）を乗じて得

た額の合計額

第５条の２第 第６条の規定により （同 左）

１項第２号イ 読み替えて適用する

第５条の２第１項第

２号イ

及び退職日俸 並びに退職日俸給月 及び退職日俸 並びに退職日俸給月

給月額 額及び退職日俸給月 給月額 額及び退職日俸給月

額に退職の日におい 額に退職の日におい

て定められているそ て定められているそ



改 正 前 改 正 後

の者に係る定年と退 の者に係る定年と退

職の日におけるその 職の日におけるその

者の年齢との差に相 者の年齢との差に相

当する年数１年につ 当する年数１年につ

き退職日俸給月額に き退職日俸給月額に

１００分の２（特定 １００分の３（特定

減額前俸給月額が教 減額前俸給月額が教

職員給与規程の指定 職員給与規程の指定

職俸給表４号俸の額 職俸給表４号俸の額

以上である場合には、 以上である教職員は

１００分の１）を乗 １００分の１並びに

じて得た額の合計額 特定減額前俸給月額

が指定職俸給表１号

俸の額以上４号俸の

額未満である教職員

及び特定減額前俸給

月額が指定職俸給表

以外の俸給表適用者

で退職の日において

定められているその

者に係る定年と退職

の日におけるその者

の年齢との差に相当

する年数が１年であ

る教職員は１００分

の２）を乗じて得た

額の合計額

（略） （同 左）



改 正 前 改 正 後

（退職手当の調整額） （退職手当の調整額）

第７条の４
（略）

第７条の４
（同 左）

２・３ ２・３

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額 ４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額

は、第１項の規定にかかわらず、当該各号に定め は、第１項の規定にかかわらず、当該各号に定め

る額とする。 る額とする。

(1) 退職した者（第８条の３第１項の規定に該当 (1) 退職した者（第８条の３第１項の規定に該当
するもの（役員等から引き続き教職員となった するもの（役員等から引き続き教職員となった

場合を除く。）を除く。次号及び第３号において 場合を除く。）を除く。次号及び第３号におい

同じ。）のうち自己都合退職者（傷病又は死亡に て同じ。）のうち自己都合等退職者以外のもの

よらずにその者の都合により退職した者をいう。 でその勤続期間が５年以上２４年以下のもの

以下この項において同じ。）以外のものでその勤 第１項第１号から第９号まで又は第１１号に掲

続期間が５年以上２４年以下のもの 第１項第 げる教職員の区分にあっては当該各号に定める

１号から第９号まで又は第１１号に掲げる教職 額、同項第１０号に掲げる教職員の区分にあっ

員の区分にあっては当該各号に定める額、同項 ては０として、同項の規定を適用して計算した

第１０号に掲げる教職員の区分にあっては０と 額

して、同項の規定を適用して計算した額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のもの (2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のも
でその勤続期間が１年以上４年以下のもの 前 のでその勤続期間が１年以上４年以下のもの

号の規定により計算した額の２分の１に相当す 前号の規定により計算した額の２分の１に相当

る額 する額

(3) 退職した者のうち自己都合退職者以外のもの (3) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のも
でその勤続期間が０のもの ０ のでその勤続期間が０のもの ０

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が１０年以上 (4) 自己都合等退職者でその勤続期間が１０年以
２４年以下のもの 第１号の規定により計算し 上２４年以下のもの 第１号の規定により計算

た額の２分の１に相当する額 した額の２分の１に相当する額

(5) 自己都合退職者でその勤続期間が９年以下の (5) 自己都合等退職者でその勤続期間が９年以下
もの ０ のもの ０

５ （略） ５ （同 左）

（中 略）

第８条の３ 役員等若しくは法人等に使用される者 第８条の３ （同 左）

が６３歳年度末日の翌日以後に引き続き教職員と

なり、又は国家公務員退職手当法（昭和２８年法

律第１８２号）第２条第１項に規定する職員が６

３歳年度末日の翌日以後に次条第１項若しくは第

２項の規定に該当して引き続き教職員となった場

合（当該法人等、国若しくは同条第１項に規定す

る特定独立行政法人から国立大学法人京都大学役

員退職手当規程（平成１６年達示第８８号）によ

る退職手当、これに相当する給与若しくはこの規

程による退職手当に相当する給与の支給を受けて

いる場合又は次項の規定に該当する場合を除く。）

におけるその者に対する次の表の左欄に掲げる規

定の適用については、これらの規程中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。



改 正 前 改 正 後

読み替える規 読み替えられ 読み替える字句 読み替える規 読み替えられ 読み替える字句

定 る字句 定 る字句

（略） （同 左）

第７条の４第 自己都合退職 退職した者（役員等 第７条の４第 自己都合等退 退職した者（役員等

４項第４号及 者 から引き続き教職員 ４項第４号及 職者 から引き続き教職員

び第５号 となった場合にあっ び第５号 となった場合にあっ

ては、自己都合退職 ては、自己都合等退

者） 職者）

（略） （同 左）

（中 略） （中 略）

附 則 附 則

１～６ （略） １～６ （同 左）

７ 当分の間、４２年以下の期間勤続して退職し又 ７ 当分の間、４２年以下の期間勤続して退職し又

は解雇された者に対する退職手当の基本額は、第 は解雇された者に対する退職手当の基本額は、第

３条から第６条までの規定により計算した額にそ ３条から第６条までの規定により計算した額にそ

れぞれ１００分の８７を乗じて得た額とする。こ れぞれ１００分の８７を乗じて得た額とする。こ

の場合において、第７条の５第１項中「前条」と の場合において、第７条の５第１項中「前条」と

あるのは、「前条並びに附則第７項」とする。ただ あるのは、「前条並びに附則第７項」とする。た

し、３５年を超える期間勤続した者で、第５条及 だし、３５年を超える期間勤続した者で、第５条

び第６条の規定に該当する退職をした者に対する 及び第６条の規定に該当する退職をした者に対す

退職手当の基本額は、その者の勤続期間を３５年 る退職手当の基本額は、その者の勤続期間を３５

として本項の規定の例により計算して得られる額 年として本項の規定の例により計算して得られる

とし、４２年を超える期間勤続した者で、第３条 額とする。

第１項の規定に該当する退職をした者に対する退

職手当の基本額は、その者が第５条の規定に該当

する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期

間を３５年として本項の規定の例により計算して

得られる額とする。

７の２ 当分の間、４２年を超える期間勤続した者

で、第３条第１項の規定に該当する退職をした者

に対する退職手当の基本額は、その者が第５条の

規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その

者の勤続期間を３５年として前項本文の規定の例

により計算して得られる額とする。

８・９ （略） ８・９ （同 左）

（後 略）

附 則

１ この規程は、平成２５年１１月１日から施行す

る。

２ この規程の施行の際現に教職員として在職して

いた者が改正前の第４条第１項に規定する２５年

未満の期間勤続し、任期満了により退職した者に

該当する場合（その者が改正後の第５条第１項第

３号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の

勤続期間が１１年未満である場合に限る。）には、

改正後の第４条第１項に規定する１１年以上２５

年未満の期間勤続した者であって、同項第１号の

任期満了により退職した者とみなして、同項の規

定を適用する。


